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お知らせ！！

世界をリード?
埼玉県男女共同参画条例おるご～る

男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

大伍　将史人権文化課　☎424-9088

　埼玉県の「埼玉県男女共同参画条
例」、実は、全国で一番初めに作られた
参画条例だったことをご存知でしょ
うか?
　男女平等に関して、日本は1999
年に男女共同参画社会基本法を制定
しました。しかし、これについては性
差別の現状分析が不十分であったた
め、目標の方向性が不明瞭となり、形
式的な宣言にとどまった観があると
の指摘もありました。
　こうした中で翌年、いち早く条例
制定を行ったのが埼玉県です。直接
的な差別のみならず、間接的な差別
についても言及すると共に、「男女共
同参画の推進は、生涯にわたる性と
生殖に関する健康と権利が尊重さ
れることを旨として」実施すべき、と

規定することで性と生殖に関する問
題と、男女平等との関係性を明らか
にしました。従来の日本は、性に関す
る問題について消極的な取組みでし
たので、埼玉県条例はこの領域と向
き合って制定された点が画期的であ
り、世界の理論動向からしても高く評
価できるとする研究者がいるほどで
す。そして和光市の条例もこの水準
を踏まえた内容となっています。
　しかし、理論や理念はもちろん現
実ではありません。男女平等という
身近で重要な問題を実現していくた
めには地域社会での取組みこそが重
要となります。私たち一人一人が男
女平等に高い関心を持ち、さらに良
い刺激を市、そして県から世界へ発
信していきたいものです。

No.
175

『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦
情」や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

人権文化課 ☎424-9088
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和光ブランド
募集開始!!

　和光の風土、歴史、素材などを活用したアイデアあ
ふれる商品・メニューや製法、品質、機能などの特性に
優れた商品・技術を募集します。
　認定後は、市でPRを行っていきます。

対市内で生産・製造（開発）・加工された、一
次産品・加工品・工芸品・工業製品・工業技
術、飲食店メニュー。
①申請の場合
対認定の対象となる商品等の生産、製造

（開発）又は加工を行い、市内に事業所を有
していること。
申11月30日（金）までに「和光ブランド認定
申請書」に必要事項を記入の上、応募する商
品の写真やパンフレット、事業案内等を1部
添付して産業支援課へ持参又は郵送で。
②推薦の場合
対市内在住・在勤者、市内に事業所を有す
る者。
申10月31日（水）までに「和光ブランド認

定推薦書」に必要事項を記入の上、産業支
援課へ持参又は郵送・FAX・Eメールで。
※ 申込み後、事業者に申請の意思を確認し

ます。
※ 申請書・推薦書は、市ホームページにあり。
審査／和光ブランド認定推進委員会が認
定基準に基づき「①和光らしさ」「②独自性・
優位性」「③信頼性・安全性」「④市場性・将来
性」の4つの観点から総合的に審査します。
認定期間は3年間です。
※ 審査は書類審査を経て、事業者のプレゼ

ンテーションを12月に実施します。
産業支援課産業育成支援担当

　☎424-9114　 464-1192
　 c0300@city.wako.lg.jp




